
議案第１７号 

 

愛西市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例及び 

愛西市八開農業管理センターの設置及び管理に関する条例の一 

部改正について 

 

 愛西市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年愛

西市条例第１２５号）及び愛西市八開農業管理センターの設置及び管理に関

する条例（平成１７年愛西市条例第１２６号）の一部を改正する条例を別紙

のように定めるものとする。 

 

平成２８年２月２３日提出 

 

愛西市長 日 永 貴 章      

 

 

提案理由 

 

 この案を提出するのは、公共施設使用に係る市民負担の公平性を図ること

を目的に、改善センター及び管理センターの使用料等を改めるため、関係条

例を改正する必要があるからである。
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愛西市条例第 号 

 

愛西市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例及び 

愛西市八開農業管理センターの設置及び管理に関する条例の一 

部を改正する条例 

 

 （愛西市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 愛西市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例（平成

１７年愛西市条例第１２５号）の一部を次のように改正する。 

  別表中備考以外の部分を次のように改める。 

 別表（第１０条関係） 

（単位：円） 

時間区分 

 

 

 

使用区分 

使用料金 

午前 午後 夜間 終日 使用時間 

午前９時

～午後零

時３０分 

午後１時

～午後５

時 

午後５時

～午後９

時 

午前９時

～午後９

時 

延長１時

間につき 

多目的ホール ２，１３０ ２，４４０ ２，４４０ ７，０１０ ６１０ 

小会議室 １，３３０ １，５２０ １，５２０ ４，３７０ ３８０ 

和室 北 ９８０ １，１２０ １，１２０ ３，２２０ ２８０ 

南 ９８０ １，１２０ １，１２０ ３，２２０ ２８０ 

 （愛西市八開農業管理センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２条 愛西市八開農業管理センターの設置及び管理に関する条例（平成

１７年愛西市条例第１２６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２を次のように改める。 

 別表第２（第６条関係） 

利用時間 

 

部屋区分 

午前９時～

午後零時 

午後１時

～午後３

時 

午後３時

～午後５

時 

午後６時

～午後８

時 

午後８時

～午後 

１０時 

午前９時

～午後 

１０時 
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研修室及び会

議室 

１，１４０

円 

７６０

円 

７６０

円 

７６０

円 

７６０

円 

４，１８０

円 

農業文献等コ

ーナー 

８４０円 ５６０

円 

５６０

円 

５６０

円 

５６０

円 

３，０８０

円 

和室１ ８４０円 ５６０

円 

５６０

円 

５６０

円 

５６０

円 

３，０８０

円 

和室２ １，１４０

円 

７６０

円 

７６０

円 

７６０

円 

７６０

円 

４，１８０

円 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、附則第２項及

び第３項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の各条例の規定に基づく申請その他の行為は、平

成２９年４月１日（以下「施行日」という。）前においても、行うことがで

きる。 

３ 施行日前に施行日以後の愛西市農村環境改善センター及び愛西市八開農

業管理センターの利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の

各条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該センターの利用に係

るこの条例による改正後の各条例に定める額の使用料を徴収することがで

きる。 

 


